
第２編　道路改良事業編
第３章　細部設計

第１節　路肩（側方余裕幅）

現　　　行 改　　　定

ページ ： ２－３－２
２．路肩保護

（追加）



第２編　道路改良事業編
第３章　細部設計

第２節　土工

現　　　行 改　　　定

ページ ： ２－３－５
３．盛土

（追加）

（番号修正）



現　　　行 改　　　定

ページ ： ２－３－９
４．切土

（追加）



第２編　道路改良事業編
第３章　細部設計

第３節　法面処理

現　　　行 改　　　定

ページ ： ２－３－１４
１．のり面保護工 （修正）



現　　　行 改　　　定

ページ ： ２－３－１５
１．のり面保護工

（追加）



現　　　行 改　　　定

ページ ： ２－３－１５
１．のり面保護工

１－２　吹付枠工
（追加）



第２編　道路改良事業編
第３章　細部設計

第５節　擁壁工

現　　　行 改　　　正

ページ ： ２－３－27
２　ブロック積擁壁

750



第２編　道路改良事業編
第３章　細部設計

第５節　擁壁工

現　　　行 改　　　正

ページ ： ２－３－29
３　大型ブロック積擁壁

 この基準は道路構造物に適用する。 

 

 １．大型ブロック積擁壁適用の留意事項 

道路土工－擁壁工指針（平成24年度版）・北陸地整設計要領

  (1) 大型ブロック積擁壁には、ブロックの寸法、控長、ブロック間の結合構造などが異なる様々な

形式のものがあり、擁壁の剛性はまちまちである。 

    大型ブロック積擁壁の設計に際しては、事前にブロックの強度及びブロック間の結合部強度を

検討しておく必要がある。また、ブロック間のかみ合わせ抵抗のない空積による大型ブロック積

擁壁の構築は行ってはならない。 

  (2) 大型ブロック積擁壁の適用範囲は８ｍ以下とする。 

 

２．大型ブロック積擁壁の設計 

  (1) 大型ブロック積擁壁の設計は、道路土工－擁壁工指針（平成24年度版）によるものとする。 

  (2) 高さに関わらず全て安定計算をおこない、上記１－(2)により、土圧条件は常時土圧とする。 

  (3) 土質定数は標準値を用いない場合には必ず土質調査結果による値を用いる。 

    (特にＣ＞０とする場合) 

この基準は道路構造物に適用する。 

 

 １．大型ブロック積擁壁適用の留意事項 

道路土工－擁壁工指針（平成24年度版）・北陸地整設計要領

  (1) 大型ブロック積擁壁には、ブロックの寸法、控長、ブロック間の結合構造などが異なる様々な

形式のものがあり、擁壁の剛性はまちまちである。 

    大型ブロック積擁壁の設計に際しては、事前にブロックの強度及びブロック間の結合部強度を

検討しておく必要がある。また、ブロック間のかみ合わせ抵抗のない空積による大型ブロック積

擁壁の構築は行ってはならない。 

  (2) 大型ブロック積擁壁の適用範囲は８ｍ以下とする。 

 

２．大型ブロック積擁壁の設計 

  (1) 大型ブロック積擁壁の設計は、道路土工－擁壁工指針（平成24年度版）によるものとする。 

  (2)  コンクリートブロック積の適用範囲外での使用にあたっては、安定計算を行うものとし、ブロ

ック間の結合構造等に応じて、通常のブロック積擁壁に準じた構造と考えられる場合には、通常の

ブロック積擁壁と同様に設計を行い、もたれ式擁壁に準じた構造と考えられる場合には、もたれ擁

壁に準じて擁壁自体の安定性及び部材の安全性の照査を行ってよい。 

  (3) 土質定数は標準値を用いない場合には必ず土質調査結果による値を用いる。 

    (特にＣ＞０とする場合) 



第２編　道路改良事業編
第３章　細部設計

第６節　排水工

現　　　行 改　　　定

ページ ： ２－３－３１
１．表面排水 （追加）


